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平成２２年４定 予算特別委員会(各部審査) 開催状況
開催年月日 平成２２年１２月６日
質 問 者 自民党・道民会議 小野寺 秀委員
答 弁 者 総合政策部長、経済調査・土地水担当局長

計画推進局参事

質 問 要 旨 答 弁 要 旨

一 水資源の保全などに関する条例の制定について
（一）土地・水対策連絡協議会におけるこれまでの 【計画推進局参事】

議論について
総合政策部の土地・水対策連絡協議会ですけれど 土地・水対策連絡協議会におけるこれまでの議

も、本年の６月の第２定例会で、海外資本による道 論についてでございますが、本年８月に、土地・
内の森林の買収の議論を踏まえて、新たに道民の水 水対策連絡協議会の下に、庁内の関係課長等で構
を守るというキーワードで議論をするというように 成します水資源の保全及び活用のための協議組織
決まったはずでございます。これは、道の答弁でも を立ち上げ、これまでに、保全すべき水源を把握
明確にされております。そこで、お伺いしますが、 することなどを目的としまして、水道用水などの
この連絡協議会で、これまでどのような議論をされ 水源や主な湧水施設に係ります情報を収集し、現
たのか。また、それは、十分であると考えているの 在、これらの水源周辺の森林について、その所有
か。お教えください。 者や保安林の指定の状況等の把握・分析の作業を

行っているところでございます。
、 、また 森林の所有者に係ります実態把握のため

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出情報に
つきまして、関係部局間での共有化を図ることと
したほか、水源地域の森林を適切に保全するため
の方策について、森林の公有林化や、水源保全の
ための地下水の取水規制などの課題を含め、検討
の視点や今後の方向性等についての検討を行って
いるところでございます。

今後、水資源の保全などを目的といたします条
例を検討していく上で、さらに強い問題意識をも
ちまして、取り組んでいかなければならないもの
と考えております。

【計画推進局参事】
今の答弁では、さも議論してきたかのような答弁 お答えいたします。これまでに協議会を含めま

ですけれども、実際に６ケ月経過しておりますが、 して、都合１１回の協議会を開催してきておりま
。 、 、何の方向性も具体的な対応策も聞くことができませ す 中身としましては 水資源関係幹事会が２回

んでした。そこでお伺いしますけれども、この本連 水資源の保全のワーキングが５回、それから、水
絡会議、６ケ月間に何回行ったのかお伺いします。 資源の活用のワーキングが４回と以上でございま

また、十分であったのかどうかというような答弁 す。
をいただけませんでしたので、併せてお伺いいたし
ます

【計画推進局参事】
私が聞いたのは、本当の本会議の回数は何回だと 水資源関係幹事会につきましは、１度、開催し

いうような質問でございます。お答えください。 ております。

一度しか開催してないんですよ。だから、こうい
うことしか決まっていないという質問にはぐらかさ
ないでいただきたいというふうに思います。

（二）土地・水対策連絡協議会における危機管理の 【経済調査・土地水担当局長】
議論について

もう１点、次の質問に入る前に確認をしておきた お答えいたします。６月の第２回定例会以降、
いのですけれど、６月に海外資本による森林の買収 第３回定例会、第４回定例会と安全保障の問題で
の事実が明らかになるにつれ、この土地・水対策連 すとか、生物多様性の問題、さらに地球環境の問
絡協議会の中では、さらに議論をすべき案件が増え 題等が議会で議論されておりますので、そういっ
たというふうに思います。水資源のほかに安全保障 た観点を含めて議論してく必要があると考えてお
の観点、生物多様性の観点、CO2削減の観点等々いろ ります。
いろな角度から議論をする必要があるというふうに
なったと思いますが、まず、私の認識はそれで良い
のか。お教えください。
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質 問 要 旨 答 弁 要 旨

【経済調査・土地水担当局長】
この土地・水対策連絡協議会での、まず危機管理 危機管理の観点からの取組についてでございま

の部分について、お聞きしますが、９月の第３回定 すけれども、これまで、総務部危機対策局におき
例会で、知事は、早急に事実を確認し調査をすると ましては、水産林務部との連携のもと、自衛隊等
いうことでございましたが、この協議会では、この 国民保護関係機関１３７施設に係る周辺の森林所
点について、どのように協議をされ対応したのかお 有者約９，０００件を確認したところでございま
聞かせください。 して、そのうち、３件は海外資本等により取得さ

れていたものとして確認したところでございま
す。

しかしながら、その後に水産林務部で実施した
アンケート調査の結果を踏まえますと、国民保護
関係機関の周辺の森林所有者につきまして、再確
認の必要性があることが判明したところでござい
ます。

このため、危機管理の観点から、早急に、雇用
関連交付金などを活用いたしまして、対象となる
森林の地番の特定作業ですとか、登記簿謄本の確
認を行うなどして、年度内を目途に実態把握に取
り組んでいくものと承知しているところでござい
ます。

土地・水対策連絡協議会におきましては、こう
した調査結果を踏まえながら、課題の整理を行い
まして、道民の皆様の安全・安心な暮らしを確保
するというそういう観点からも議論を行ってまい
りたいと考えております。

【経済調査・土地水担当局長】
１点確認したいのですけれども、この土地・水対 この協議会における危機管理の観点での議論と

策連絡協議会、危機管理の部分でも議論が必要だと いうことでございますけども、これまで、土地・
いうことですが、実際にこの危機管理の観点で会議 水対策連絡協議会におきましては、水資源の保全
を開いたでしょうか。お聞かせください。 という立場で議論を行ってきたところでございま

して、危機管理の議論につきましては、今後の協
議会の中で行って参りたいと考えております。

、 。９月に知事が 早急に調査すると言ったんですよ
それから３ケ月間が経っていて、なぜ、１回も議論
をしていないのか、私は不思議でなりませんが、こ
れ以上は、追求しません。ただ、予算を新たにつけ
て年度内に調査を完了するという答弁をもらったの
で、これで良しとしますが、もっと、緊張感を持っ
て対応していただきたいということを言わざるをえ
ないと思います。

（三）土地・水対策連絡協議会における生物多様性 【経済調査・土地水担当局長】
の議論について

もう１点の観点でございますが、生物多様性につ 生物多様性の観点についてでございますけれど
いて このことも非常に重要な観点だと思いますが も、道といたしましては、今後、水資源の保全な、 、
この点については どういう議論を行ってきたのか どに関する検討を進めていく中で、ただいま、ご、 。
お教えください。 発言がございました生物多様性保全の観点からも

議論を進めていく必要があるものと考えておりま
す。

【経済調査・土地水担当局長】
議論を進めていく必要があるということですが、 これまで、水資源の保全という観点から議論を

議論はしていなかったということを確認してよろし 行ってきておりまして、生物多様性保全につきま
いですか。 しては、今後の協議会の中の課題というふうに考

えております。
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質 問 要 旨 答 弁 要 旨

私、最初に確認しましたよね。危機管理の部分か
らも、生物多様性からの部分からも議論が必要だと
いう認識があった。あったのだけれども議論をして
いなかったということであれば大問題ですよ。さま
ざまな角度から議論が必要だという考えていたのな
ら、ちゃんと対応していただきたいと思うわけでご
ざいます。

（四）今後の対応について 【経済調査・土地水担当局長】
今後の対応について、伺います。 協議会における今後の対応についてでございま
土地水対策のセクションでは、国土法の他にも、 すけれども、条例制定の検討に当たりましては、

水道水の総合的な対応をする意味合いがあると考え 水資源を守ることはもとより、ただいま申し上げ
ております。これだけ、外国資本が森林を買ってい た生物多様性の保全の観点、さらには、道民の皆
るという状況について、本当に役割を果たしてきた 様の安全・安心な暮らしを確保するという危機管
のかな、ということを私ははなはだ疑問に思ってお 理の視点を含め、幅広い観点から検討を行ってい
ります。 くことが必要と考えております。

この協議会で、今後、様々な課題を議論をしてい このような広範囲にわたる観点からの検討を進
くために、どういう視点でどういう議論をしていく めるに当たりましては、水産林務部をはじめとす
必要があると思っているのか、どういう対応をして る関係部局と定期的に協議を行うことはもとよ
いくべきであると考えているのか、また、現在の体 り、協議会の体制の拡充につきましても早急に検
制で十分だと考えているのか。部の考え方をお聞か 討してまいりたいと考えております。
せください。

【経済調査・土地水担当局長】
今の組織では不十分だと拡充するということは良 定期的な協議ということに関してのご質問でご

く分かりました。ただ、今まで全く議論をしっかり ざいますけれども、関係部局等とは、概ね１週間
としてこなかったということで、定期的に議論をす 程度を目途に考えているところでございます。

、 、る必要があると思っておりますが この点について
どのくらいの割合で行うつもりなのか。お示しくだ
さい。

是非、よろしくお願いします。
【総合政策部長】

（五）国への働きかけなどについて 国への働きかけなどについてでございますが、
次、国への働きかけについてでございますが、今 道議会におきましては、これまで、国に対しまし

回の条例をつくるということは、全国に先駆けての て国土保全の観点から 「外国資本等による土地、
条例をつくることになります。また、北海道の中に 売買等に関する法整備 、あるいは 「不在村者が」 、
タスクフォース的なチームを作って、このタスクフ 所有する森林の整備に関する法整備」につきまし
ォースのチームでいろいろな議論を行っていくとい て、これを求める意見書を議決、提出していただ
うことは、国の現在の法制度とか条例を作っていく いているところでございます。
うえで大きな課題等が見えてくるというふうに私は 道といたしましては、今後、条例の制定に向け
思いますが、そういう部分についても、しっかりと まして検討を進めていく中で、幅広い議論をする
道が把握して国にものを申していくべきだと思って ため、庁内各部からの横断的なメンバーで構成さ
おりますが この点についての道の見解を伺います れております協議チームを十分に活用いたしまし、 。

て、国土利用計画法や森林法などに関わるものを
はじめといたしまして、国へ対応を求めていくべ
きものと、また、道自らが対応すべきものの整理
を行いまして、そうした中で、国土交通省や林野
庁など関係省庁に対し、必要な働きかけを行って
参りたいと考えております。

国にこういうことをしっかりということは、非常に
重要なことだと思いますので、是非、よろしくお願
いします。
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質 問 要 旨 答 弁 要 旨

（六）条例制定のスケジュールなどについて 【総合政策部部長】
最後の質問でございます。これが私にとって非常 条例制定に向けたスケジュールについてでござ

に重要な質問でございますが、スピード感を持って いますが、条例の制定に当たりましては、これま
これを遂行していかなければならないと考えており での議会におけるご議論を踏ますとともに、有識
ます。 者や関係市町村のご意見を伺うなど、幅広い観点

この協議会で、今後、条例のたたき台をつくるこ から十分に議論を行っていかなければならないも
とになると思いますが、どういうスケジュールで行 のと考えております。
う考えなのか、併せて決意もお伺いしたいと思いま 今後のスケジュールといたしましては、森林の
す。 実態調査を引き続き進めますとともに、土地・水

対策連絡協議会における議論を通じまして、条例
の目的・理念や構成・内容などについての基本的
な考え方を取りまとめ、来年度の早い時期に有識
者や市町村のご意見を伺う場を設けますととも
に、議会でのご議論も頂きながら、条例の来年度
の制定に向けて取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

道といたしましては、本道の豊かな水資源を将
来に向けて保全することなどを目的とするこの条
例が、道民の皆様の理解と協力のもとに、適切な
取組を進めていくための拠り所となりますよう、
関係部局が一体となって全力で取り組んで参りま
す。

スケジュールもご呈示いただいたので、私の質問
はこれで終わりますが、北海道の森林は全国の４分
の１の面積を有していると、この森林を我々が守れ
るかどうかというのは、非常に日本にとっても重大
な問題だと私は思っております。全国に先駆けて本
当に実効性のある条例を作るためには本当本腰を入
れて作業に入らなければいけないと思っております
し、そのためには皆様のお力を本当にお借りするこ
とになると思いますので、是非よろしくお願いしま
して私の質問を終わります


